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幸島投票区（東区水門町）に投票に来た有権者に対し、小選挙区の投票用紙を二重に交付した

可能性がある事案が発生しました。 

 

１ 経 緯 

・１０月2７日（日）８時００分頃、投票用紙の残数確認をする中で、小選挙区の残票数と投票者数

が不一致の状態にあることに気づいた。 

 

・小選挙区の残票数と投票者数を照合した結果、小選挙区の残票数が１枚少なかった。 

 

・同一の有権者に小選挙区の投票用紙を２枚交付した可能性がある。 

 

 

２ 再発防止策 

・投票用紙の交付にあたっては、細心の注意を図るよう、再度、指導を行いました。 

・市選挙管理委員会より全ての投票所に対し、事務処理の周知徹底を図りました。 

 

 

 

  

 

 

衆議院議員総選挙における 

小選挙区投票用紙の交付誤りについて 

【問い合わせ先】                  

岡山市東区役所総務・地域振興課 藤澤・篠田  直通086-944-5006 内線72-212 
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